
          平　成　２　４　年　度　小　郡　市　下　水　道　事　業　特　別　会　計　予　算　（　第　３　号　）

　　 平　成　２　４　年　度　小　郡　市　下　水　道　事　業　特　別　会　計　予　算（　第　３　号　）は　、　次　に　定　め　る　と　こ　ろ　に　よ　る　。

        （　歳　入　歳　出　予　算　の　補　正　）

　 第　１　 条 　  歳　入　歳　出　予　算　の　総　額　か ら　、　歳　入　歳　出　そ　れ　ぞ　れ　４３　，　１　３　８　千　円　を　減　額　し　、　歳　入　歳　出　予　算　の　総　額　を　歳　入　歳　出　そ

 　　　れ ぞ　れ　２　，　１　６　５　，　８　３　９　千　円　と　す　る　。

　 ２　　　歳　入　歳　出　予　算　の　補　正　の　款　項　の　区　分　及　び　当　該　区　分　ご　と　の　金　額　並　び　に　補　正　後　の　歳　入　歳　出　予　算　の　金　額　は　、「　第　１　表　歳　入

　 　　歳　出　予　算　補　正　」　に　よ　る　。

　 　 （　地　方　債　の　補　正　）

 　第　２　条　　　地　方　債　の　変　更　は　、　「　第　２　表　地　方　債　補　正　」　に　よ　る　。

  　平　成　２　５　年　３　月　３　１　日

　　　　　　　　       　小　郡　市　長　　　平　　　安　　　正　　　知
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（歳入） (単位：千円)

款 項

 3 国庫支出金 ２４７，０００ △４，０００ ２４３，０００

 1 国庫補助金 ２４７，０００ △４，０００ ２４３，０００

 4 繰入金 ６５２，７６２ △１７，７３８ ６３５，０２４

 1 繰入金 ６５２，７６２ △１７，７３８ ６３５，０２４

 7 市債 ４６７，５００ △２１，４００ ４４６，１００

 1 市債 ４６７，５００ △２１，４００ ４４６，１００

２，２０８，９７７ △４３，１３８ ２，１６５，８３９

第１表　歳　入　歳　出　予　算　補　正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計



(歳出） (単位：千円)

款 項

 2 下水道事業費 １，３７０，３７３ △３３，５３６ １，３３６，８３７

 1 下水道事業費 １，３７０，３７３ △３３，５３６ １，３３６，８３７

 3 公債費 ８２４，９３０ △６，６０２ ８１８，３２８

 1 公債費 ８２４，９３０ △６，６０２ ８１８，３２８

 4 予備費 ３，０００ △３，０００ ０

 1 予備費 ３，０００ △３，０００ ０

２，２０８，９７７ △４３，１３８ ２，１６５，８３９

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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（変更） （単位：千円）

限　度　額 起債の方法 利   率 償還の方法 限　度　額 起債の方法 利   率 償還の方法

公共下水道事業債 247,100 証書借入 ４.０％以内 231,100 補正前に 補正前に 補正前に
又は 同じ 同じ 同じ

証券発行
流域下水道事業債 156,400 151,000

第 ２ 表　地　方　債　補　正

起 債 の 目 的
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

　政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合には、
その債権者と協定
するところによ
る。
　ただし、市財政
の都合により、据
置期間及び償還期
限を短縮し、若し
くは繰上償還又は
低利に借換するこ
とができる。

(ただし､利率見直
し方式で借り入れ
る資金について、
利率の見直しを
行った後において
は、当該見直し後
の利率）



１．総括

（歳入） (単位：千円)

款

 3 国庫支出金 ２４７，０００ △４，０００ ２４３，０００

 4 繰入金 ６５２，７６２ △１７，７３８ ６３５，０２４

 7 市債 ４６７，５００ △２１，４００ ４４６，１００

２，２０８，９７７ △４３，１３８ ２，１６５，８３９

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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（歳出） (単位：千円)

款

 2 下水道事業費 1,370,373 △33,536 1,336,837 △4,000 △21,400 △9,307 1,171

 3 公債費 824,930 △6,602 818,328 0 0 11,838 △18,440

 4 予備費 3,000 △3,000 0 0 0 0 △3,000

2,208,977 △43,138 2,165,839 △4,000 △21,400 2,531 △20,269歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他



歳　　　入



２．歳入

第  3 款 国庫支出金 第  1 項 国庫補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 下水道事業国庫補 247,000 △ 4,000 243,000  1 公共下水道事業国 △ 4,000 〔下水道課〕

助金 庫補助金 ○公共下水道事業国庫補助金 △ 4,000

計 247,000 △ 4,000 243,000

第  4 款 繰入金 第  1 項 繰入金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 一般会計繰入金 652,762 △ 17,738 635,024  1 一般会計繰入金 △ 17,738 〔下水道課〕

○一般会計繰入金 △ 17,738

計 652,762 △ 17,738 635,024

第  7 款 市債 第  1 項 市債 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 下水道債 467,500 △ 21,400 446,100  1 公共下水道事業債 △ 16,000 〔下水道課〕

○公共下水道事業債 △ 16,000

 2 流域下水道事業債 △ 5,400 〔下水道課〕

○流域下水道事業債 △ 5,400

計 467,500 △ 21,400 446,100

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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歳　　　出



３．歳出

第  2 款 下水道事業費 第  1 項 下水道事業費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 下水道整備 698,405 △20,367 678,038 △4,000 △21,400 2,531 2,502 13 委託料 △966 〔下水道課〕

費 （内訳） （内訳） 15 工事請負費 △8,000

国庫支出金 負担金 19 負担金、補 △5,401 ◆公共下水道整備事業（汚水通常分） △1,688

△4,000 2,531 助及び交付 ○ 工事請負費 △1,688

金 ・ 本工事 △1,688

22 補償、補填 △6,000

及び賠償金 ◆公共下水道整備事業（雨水通常分） △6,312

○ 工事請負費 △6,312

・ 本工事 △6,312

◆公共下水道整備事業（単独分） △6,966

○ 委託料 △966

・ 設計委託料 △966

○ 補償、補填及び賠償金 △6,000

・ 物件等移転補償費 △6,000

◆宝満川流域下水道事業負担金 △2,892

○ 負担金、補助及び交付金 △2,892

・ 宝満川流域下水道事業負担金 △2,892

◆筑後川中流右岸流域下水道事業負担金 △2,509

○ 負担金、補助及び交付金 △2,509

・ 筑後川中流右岸流域下水道事業負担金 △2,509

 2 維持管理費 671,968 △13,169 658,799 △11,838 △1,331 12 役務費 △1,478 〔下水道課〕

（内訳） 19 負担金、補 △9,476

使用料 助及び交付 ◆維持管理費 △4,743

△11,838 金 ○ 役務費 △1,478

27 公課費 △2,215 ・ 通信運搬費 △1,478

○ 負担金、補助及び交付金 △1,050

・ 同和対策事業水洗便所及び排水設備改造補助金

△600

・ 生活保護世帯水洗便所及び排水設備改造補助金

△450

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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第  2 款 下水道事業費 第  1 項 下水道事業費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 公課費 △2,215

・ 消費税 △2,215

◆宝満川流域維持管理負担金 △7,221

○ 負担金、補助及び交付金 △7,221

・ 宝満川流域維持管理負担金 △7,221

◆筑後川中流右岸流域維持管理負担金 △1,205

○ 負担金、補助及び交付金 △1,205

・ 筑後川中流右岸流域維持管理負担金 △1,205

計 1,370,373 △33,536 1,336,837 △4,000 △21,400 △9,307 1,171

第  3 款 公債費 第  1 項 公債費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 元金 572,875 0 572,875 300 △300

 2 利子 252,055 △6,602 245,453 △300 11,838 △18,140 23 償還金、利 △6,602 〔下水道課〕

（内訳） 子及び割引

使用料 料 ◆利子 △6,602

11,838 ○ 償還金、利子及び割引料 △6,602

・ 長期債利子償還金 △6,102

・ 一時借入金利子 △500

計 824,930 △6,602 818,328 11,838 △18,440

第  4 款 予備費 第  1 項 予備費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 予備費 3,000 △3,000 0 △3,000 〔下水道課〕

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  4 款 予備費 第  1 項 予備費 （単位 ： 千円）

節       

目

◆予備費 △3,000

○ 予備費 △3,000

・ 予備費 △3,000

計 3,000 △3,000 0 △3,000

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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